
予防接種

生後11か月まで 生後2～ 8か月 3回
個別

(医療機関)

対象疾病 標準的な接種年齢 回数 接種方法 通 知

B型肝炎

肺炎球菌
（小児用）

五種混合
（ジフテリア・百日せき・
破傷風・ポリオ・ヒブ）

生後2か月～ 
4歳11か月

(初回)生後2～
6か月

(追加)1歳 1回

3回以内
※接種を
始めた月
齢等によ
り異なり
ます。

個別
（医療機関）

個別
（医療機関）

個別
（医療機関）

個別
（医療機関）

個別
（医療機関）

個別
（医療機関）

個別
（医療機関）

乳児家庭
訪問時に配付

BCG 生後11か月まで 生後5～7か月 1回
乳児家庭
訪問時に配付

生後2か月～ 
7歳5か月

生後6週0日～
生後24週0日 生後8週～ 

14週6日生後6週0日～
生後32週0日

1回

3回
乳児家庭
訪問時に配付

二種混合
（ジフテリア・破傷風）

11歳～
12歳11か月

小学6年生

第1期初回
生後2～ 6か月

第1期追加
1歳

1回
小学6年生の
4月頃に

予診票を送付

小学4年生の
4月頃に予診
票を送付

中学1年生の
4月頃に予診
票を送付

ロタ
ウイルス

MR 
（麻しん風しん混合)

1価
（ロタリックス）

5価
（ロタテック）

1期
（1歳～1歳11か月）

１歳 1回
乳児家庭
訪問時に配付

乳児家庭
訪問時に配付

2期
（就学前の1年間）

小学校就学前の
1年間（年長） 1回

年長の4月頃に
予診票を送付

水痘
（水ぼうそう） １歳～2歳11か月 1歳～2歳 2回

2回

3回

乳児家庭
訪問時に配付

乳児家庭
訪問時に配付

◆予防接種後は… 
体調の変化に注意しましょう。当日の激し
い運動は避けましょう。高熱がでたり、体
に異変が現れたときはすぐに病院へ行き
ましょう。

◆ 神栖市の小児予防接種等

予防接種は、予防接種法に基づいて実施しております。 
各予防接種については次の表のとおりです。

定

期

予

防

接

種

対象者年齢

2026年2月現在
※法改正等により種類や内容に変更が生じる
　場合があります

健康増進課　TEL 0299-92-0141問合先

◆ 長期療養によって定期接種が受けられなかった方へ

通常の対象とな
る方

接種勧奨の差し
控えにより接種
機会を逃した方
（2006年4月
2日～2007年
4月1日に生まれ
た方への特例措
置）

対象疾病 標準的な接種年齢 回数 接種方法 通 知

日
本
脳
炎

ヒトパピローマ
ウイルス（HPV）

RSウイルス

小児イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ 妊婦

1期
（生後6か月～7歳5か月）

(初回)3歳

(追加)4歳

小学4年生

2回

1回

1回

4回

※全4回
となるよ
うに接種
してくだ
さい。

※接種を
開始した年齢
により3回と
なります。

未定

個別
（医療機関）

個別
（医療機関）

個別
（医療機関）

個別
（医療機関）

申請が
あった方へ
予診票を交付

接種後
窓口にて
助成金を申請

2期
（9歳～12歳11か月）

1期及び2期
（19歳11か月まで）

接種時点で
妊娠28週0日～
36週6日の妊婦※

1歳～中学3年生
（ただし、2026年
9月30日現在の
年齢を基準とする)

母子健康手帳の
交付を受けた妊娠

接種時期
10月1日～
翌1月31日

接種時期
10月1日～
翌1月31日

2回まで
（助成は、
1歳～小学
生は2回、
中学生は
1回）

1回

個別
（医療機関）
上限2,000円
まで助成

個別
（医療機関）
上限2,000円
まで助成

申請があった方
へ予診票を交付
（ 基準日に1歳
の方及び前年度
に助成した方に
は郵送します。）

【令和5年5月生～
令和8年1月生】
4月～5月頃郵送
【令和8年2月生
以降】
乳児家庭訪問時
に配付

おたふくかぜ
1歳～4歳11か月
（当市の助成対
象の範囲です。）

1歳～2歳11か月
（集団生活開始前）

1回

個別
（医療機関）
 上限3,000円
まで助成

申請があった
方に予診票を
交付

対象期間内に
1回

個別
（医療機関）

小学6年生～
高校1年生相当の
年齢の女子

中学1年生

2回

そ
の
他
の
予
防
接
種（
任
意
予
防
接
種
）

定

期

予

防

接

種

対象者年齢

2026年2月現在

長期にわたる療養が必要な疾病にかかったことで、定期接種の対象年齢期間内に接種が出来なかった方
は、申請により定期接種として予防接種が受けられます。詳しくは、健康増進課へお問合せください。 

◆ 妊娠を希望する女性（18歳以上）の風しん予防接種
妊娠中の女性が風しんに感染すると、子どもにも先天性風しん症候群が生じる可能性があります。市で
は風しん予防接種費用の一部を助成しますので、接種前に健康増進課までご連絡ください。
※すでに妊娠中の方は接種できません

◆ 予防接種健康被害救済制度について
予防接種は感染症を防ぐために重要なものですが、極めてまれに健康被害の発生がみられます。万が一、
定期の予防接種による健康被害が発生した場合には、救済給付を行なうための制度があります。任意の
予防接種の場合には、独立行政法人 医薬品医療機器総合機構による補償があります。

※接種する医師が母子健康手帳等の情報を元に判断した方


